
「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」における医療機関の申出に関する流れ【北河内版】

①申出

②意見書を送付して報告　

⑨報告

※府ホームページに掲載等

③意見聴取依頼　 　⑥意見の報告

⑦議案の提出　 　⑧承認 （流れ）

　①　申出

　②　意見書を付して報告

　③　意見聴取依頼

④議案の提出　 　⑤意見取りまとめ 　④　議案の提出

　⑤　意見取りまとめ

　⑥　意見の報告

　⑦　議案の提出

　⑧　承認

　⑨　報告

※医療対策課への報告（⑨）までには、少なくとも救急懇話会に対する意見聴取（③～⑥）又は保健医療協議会に対する承認(⑦、⑧）が必要。

　ただし、事前に意見聴取ができなかった救急懇話会又は保健医療協議会には事後報告すること。
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